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教育長が教育委員会会議に報告する事項 

 

令和５年６月１日                       担当課（学校教育課） 

報 告 事 項 報   告   内   容 

（１）大館市教育支援委

員会委員の任命について 

 大館市教育支援委員会の委員について、任命しましたので

報告します。 
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議  事  の  経  過 
 開会  午後３時３０分 
 
教育長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校教育課長 
 
 
教育長 
 
 
各課長 
 
 
教育長 
 
 
委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ただ今より教育委員会会議を始めます。 

 会議録署名委員については、私と山田委員にお願いします。 
   
会議録についていかがだったでしょうか。 
 
（「異議なし」の声あり） 
 
それでは、承認とさせていただきます。 

では、４の教育長の報告事項をお願いします。 
 
（「（１）大館市教育支援委員会委員の任命について」 
を、資料により報告） 
 
ご意見、ご質問はございませんか。なければ、議事に入ります。 
（１）と（２）をお願いします。 
 

（「議案第 13 号令和４年度教育委員会の点検・評価表について」「議案第 14
号令和５年度教育委員会の点検・評価項目について」を資料により説明） 
 
ご意見、ご質問はございませんか。 
 
 
一点目として、皆さんに毎回のごとくこういう形の点検・評価でご難儀か

けているなということに感謝申し上げたいと思います。今回御説明いただい
た課長さんに、これだけの項目の中でなぜそのページを選んだのかとお聞き
したいのです。これだけの資料がある中でなぜここを選んでご発言なされた
のかということを前提として、まずそこを伺いたいです。 
今回は結構ですので、次回からぜひこれこれこういう理由でここを選んで

お話させていただきますということをご案内いただいた方が、皆さん思いが
あってそこを読んでご報告いただいてると思いますので、ぜひそこの辺をご
留意いただきたいということが一点目であります。 
 次ですが、点検・評価表をいただいて、学識経験者の方からもご意見頂戴
してるわけですよね。それでその次の年の反省点ということで、点検・評価
項目ということで成り立ってくるかと思い、今皆さんのお話の中でそういう
点が伺われましたので、学識経験者の方々のお話をしっかり聞いてくださっ
て参考になさっているなということは十分理解できました。その中で、ただ
一つ気になったのは、昨年から給食センターのボイラーのちょっとしたトラ
ブルがあったように記憶していて、そのときに議論させてもらったのは、も
っともっと先手先手で設備の維持管理、更新をやっていく必要があるのでは
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教育総務課長 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
 
 
 
 
 

ないかなというお話をさせていただいたように記憶しております。そうしな
いと、ラッキーなことがいつまで続くとは限らないと思います。たまたまラ
ッキーだったと思うのです。ラッキーって続かないです。あるときドンと来
たりして、例えば１か月とか、下手するとそれくらいの期間給食できなくな
ったりというようなことがもしかするとあるやに思います。ですので、その
ことを考えると、やはり先手先手で設備の維持改善をしていくという文言が
このどこかにあって欲しかったなということが一つです。 
もう一点、せっかくですのでお話させていただきます。今回のこの点検・

評価項目の中で、４８ページの中でお話がありましたが、大館文化財保護協
会で５０回目ということで展示いただいたということで、これもこの前少し
お話をさせていたところでありました。新聞にも載りまして、清野先生の手
紙ではないかというものが見つかったということで、歴史的価値のあるもの
を常設展示することがあっていいと思うのです。そこをこの前の教育委員会
の会議の中で最後、例えばバラ園３階の改築されたところにギャラリーがあ
りますのでそこを利用したらどうだろうみたいな議論があったので、例えば
常設展示も含めて検討していくような文言があってもいいと思うのです。せ
っかくこうやって文化財があるので、「市民に関心を持ってほしい」と書いて
いるのですよね。持ってほしいと学識経験者の方もおっしゃっているのです
が、持つ機会がなかなかない。継続的にあるような場所がやっぱりあって然
るべきではないのかなという気がします。そうすることによって、市民の歴
史に対する関心や誇りが醸成されてくるのかなという気がします。ぜひその
辺も含めて、今後の点検・評価項目の中に、ぜひとも入れていただきたいな
ということが私のお願いです。 
以上３点ほどお話申し上げましたが、よろしくご協力というか、ご検討願

えれば幸いでございます。 
 
いただきましたご意見は非常に重要なことですので、ぜひそのような形で

進めさせていただきたいと思います。特に実は４年度の点検・評価の中の４
ページですが、こちらが学校の中での設備の充実、これに給食設備も当たる
のかなと考えておりますが、先手を打ちたいということで、ただ、どうして
も緊急度が図られまして、実際にはもう万が一、アウトだったら、それこそ
ラッキーは続かないとおっしゃる通りですので、さらにここの部分を強化し
た上で、これから先の計画を立てさせていただきたいと思っております。 
 
それについてよろしいですか。プランＡ、プランＢ、プランＣとあって、

例えばこれが駄目なら次これだ、これが駄目ならここまでだというようなこ
とを想定しておく必要があると思うのです。そのような計画も必要かと思う
ので、そういったことも含めて、長期的な計画も立てていただけるといいの
かなという気がしますので、あくまでも生徒さんや、市民の命を守るという
観点から、お考えをいただきたいということであります。 
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教育総務課長 
 
 
歴史文化課長 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
歴史文化課長 
 
 
委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はい。そのように計画を進めさせていきたいと思います。 
 
 
おっしゃる通り、貴重な資料が市内にまだあると思います。博物館の中に

も展示している資料以外にも収蔵していて皆さんにお見せしていないものも
ありまして、そうした中で、先日佐竹家の資料展を企画して行いましたので、
そういった機会も増やしながら、常設展示できるような場所を検討してまい
りたいと思います。たくさんの方々の目に触れていただいて、理解してもら
うというのは本当に重要だと思いますので、進めていきたいと思います。 
 
常設展示を念頭にいただけるといいのかなという気がしますので、よろし

くお願い申し上げます。 
 
今山田委員が話されたことに少しだけ付け加えさせてください。清野先生

の送られてきた書面のことです。例えば、どこにでも展示できるというもの
ではないと思うのです。古い紙というものは非常にデリケートで、湿度や温
度が非常に影響して、どこでも展示してもいいというものではありませんの
で、例えばバラ園の中の展示場はもってのほかだと私は思っているのです。 
やはり博物館の中のように温度、温度をきちっと管理できるようなところで
ないと、そういう大事な貴重なものは展示できないということも踏まえてお
願いしたいと思います。あと、山田委員も話されていましたが、本当にたく
さんの方にその貴重な大館市の財産は、市民の財産でもありますので、たく
さんの方に鑑賞していただいて、それをまた後世に伝える意識を子どもたち
にも伝わるように、私たちのそれがまた大きな責任、大人の責務だと私は思
っているので、その辺も考えてよろしくお願いしたいと思います。 
 
いろいろご努力しながら、進めていきたいと思います。 
 
 
この３年間、本当にコロナ禍の縛りがたくさんあって大変だったと思うの

ですが、それが緩和されるということで、まず今年度から本当に各事業政策
のいろいろな創意ある取り組みがこれまで以上に成果を上げることを期待し
たいなと思っております。 
４年度の説明のところで、いじめ不登校問題のところの説明がなかったの

ですが、それこそコロナ禍でいろいろ変わってきて、増えているという話を
聞いております。その中でメディアコントロールのことが書かれていますが、
一昔前はやはり小中あたりの問題だったのですが、今はもう一気に幼少期の
問題だと皆さんわかっている通りだと思うのです。 
かなり前に有浦小校長先生が保育園か幼稚園に行って講話したという話を

聞きましたし、特に就学前の施設との連携というのが今後本当に大事になっ
てくるのではないかなと思いますので、その辺は５年度の計画にはあえて触
れていないと思いますが、その辺にも力を入れていただきたいなと思ってお
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学校教育課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育研究所長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
 
教育長 
 
 

ります。併せて、先ほどお話した不登校の現状についてはどうなのかなとい
うことを教えていただければと。 
 
現状につきまして報告いたします。新聞でも取り上げられた部分もあるの

ですが、現在小中学校合わせまして令和４年度で１１１名、小学生が４０名
で中学生が７１名という結果となっています。年々増えています。 
令和３年度は ９２から １００人台となり、令和２年度は８１、元年度は

７４ちょっと、平成３０年度は８１という状況で、年々増加傾向にあります。
その中で、メディアコントロール、学校運営協議会に何回か出させていただ
き、学校の校長先生方の不登校に対する対策、そして原因としてメディアコ
ントロール、ゲーム依存があるのではないかということを各学校の校長先生
方と教諭も認識しておりまして、それについての対策というのも色々なお便
りや保護者説明会などでいろいろご説明されていると伺っております。 
次の５年度、今後どうしていくのかにつきまして、そういったことを含め

まして、おそらく、子どもたちだけでなく親自体がもう少し変わらなくては
いけないという部分もあるのかなと学校の先生はおっしゃっていました。 
 
付け足します。小学校一年生に入学する段階で既にメディアへの依存傾向

がある、そう見られる児童が増えてきているというお話も伺っております。
それで、小学校中学校が連携するだけではなくてその小学校区の就学前の施
設とも連携して、またその就学前施設の保護者とも連携する必要があると啓
発していく必要があるというふうに伺っております。そこで、例えば扇田小
学区だとか、先ほどお話にありました有浦小学区、あと東館小学区から西舘
小学校学区では既にそういう取り組みがされております。あと養護教諭の先
生が実際に子供たちに向けて授業をやったり集会でお話をしたりというよう
なことも広まってきているところです。また、その不登校の保護者の皆さん
に相談の機会をということで、子育て相談会を年３回、来週金曜日早速１回
目が行われますが、非常にニーズが高いので、今までは相談会の後に講話を
設けていたのですが、やはり働いている保護者も多いので、講話は別日にし
て、相談の時間を延長する形にしております。また、夏休みのＰＴＡに向け
てどういう相談機関があるのか、そしてその相談機関にどういう相談が寄せ
られているのかというのを、Ａ４判１枚にして、大館市の相談繋がりのイメ
ージをまず研究所を中心に作成をして、各小中学校全てのＰＴＡで配られる
ようにしていこうということで今話し合いが進められています。 
 
本当に今の子どもたちは生まれたときからすぐスマホとかタブレットがあ

るような状態なので、小学校に入ってからでは遅いのですよね。今話された
いろいろな取り組みをぜひぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います。 
 
今日も幼保小の架け橋プログラムの研修会を午前中ここでやったのです

が、そのカリキュラムの中でやはりメディアコントロールをということで、
もう幼稚園・保育所・こども園と連携しながらコントロール力をつけるため
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委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のカリキュラムとか、それから先ほど教育研究所長が言っていたように、保
護者に対する啓発を十分その時代から、年代からやっていくということは、
動き始めました。あとは、まだ生まれる前の状態のときに保健師が保健指導
に回ったりするそのときから、もう保護者に対するメディアコントロールの
必要性についても指導するということをやっていると伺っております。その
ような形で、とにかく先手先手で本当にやっていかないと、１１１名の３０
日以上の不登校者全てがメディアいわゆるネットゲーム依存ではありません
が、少なくても半分ぐらいはいるのではないかなという、つまり、それまで
の平成２０年代の中頃までの人数の２倍で、ちょうどその増えた部分が、ネ
ットゲームがどんどん子どもたちに入ってきた時代です。ですので、その増
えた部分については、かなりそのようなな可能性は高いと分析しています。
あとは、それから脱却させる部分は、実際のケースとして相当難しいです。
ただ、病院いわゆる依存症となればもう病気ですので、医療機関でというこ
ともありますし、北秋田市の「リフレッシュ学園」という合川地区にあるこ
の施設は、家庭から切り離して自然体験が十分できる施設なので、単にゲー
ムをストップするだけではなくてその代わりのものを与えるということが必
要で、実際に大館から行ってる子もいますので、北秋田市と話しながら、そ
ういうところも活用しながら開拓を目指していきたいということで、もうや
っているところです。 
 
その１１１名の子どもたち全てをしっかり把握していただいてるところ

に、本当に１人たりとも置き去りしないということで、すごいことだなと思
って、感謝申し上げます。 
いろいろな先生方から話を聞くと、その不登校、しかもそのネット依存が

疑われるという児童生徒さんの親も間違いなく同じ症状で、親がもうスマホ
ゲームしたいから、もう子どもに与えて、親は静かにゲームできるみたいな
状況で、子どもも親も一緒の状態だろうというケースが多いそうです。そん
な中で、例えばそれが学校、教育委員会だけで対応できるかというと全く無
理な話で、福祉の方が絡んできたりとか、いろいろな対応をこれから求めら
れるというかそもそも対応できるのかとかそういう議論をしなければいけな
いということで、本当に教育委員会だけではなくて市長事務部局も、子ども
だけではなくて大人の方もしっかりやっていかなければならない、大変なこ
とだと思うので、しっかり対応していかなければならないのかなと感じてい
ます。 
ただ一方で、そのＩＴ機器はこれから我々生きてくためには非常に重要な

ツールなので、それをしっかり活用していかなければいけない、その我々が
道具として活用できるような考え方にシフトしてＡＩとかそれに我々が支配
されるのではないということを、しっかり大人一人ひとりが、理解していか
なければならないのではないかなと思います。 
そのＩＣＴのことでちょっとお伺いします。４年度の点検・評価表の方で

す。今年度の補正予算について、９０台の電子黒板、本当にありがたくて、
学校の先生方や保護者の方々からもテレビ来るんだねという話を聞いて本当
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生涯学習課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
 
生涯学習課長 
 
 
 
教育監 
 

に我々も嬉しく聞いていたのですが、その一方で、教師用のタブレットのＰ
Ｃが不足しているということをずっと聞いています。中には、先生がもう我
慢できなくて、自分で買ってしまったと。しかも、それをインターネットに
つなぐのがセキュリティの都合から学校では無理なので、自分の回線を使っ
ていて、その点に関しては先生方の負担になっていて、本当に先生方にとっ
て必要なもの、必要なツールだということになっていると思うので、ぜひそ
の辺もさきほど山田委員が投資というお話をされていましたが、このＩＣＴ
機器に関しても、見通しというものが、本当にこの教職員の先生方には、安
心感として与えていただけると思うというところからも、今後も毎年こうい
う目標というのが立てられていくのですが、予算のことなので何とも言えな
いとは思うのですが、そういうところを目指しているっていうところを示し
ていただけるとありがたいなと思います。 
それともう一つ話を変えまして、生涯学習課とＮＰＯで運営なさっている

「大館学び大学」の教育視察の受け入れ方法、私もこないだ来月の案内を拝
見したのですが、これの実績といいますか、例えば教育視察行きたいという
ときに、多分教育委員会に電話かかってきて、行きたいですというのが主だ
と思うのですが、実際にこれを主体にして教育視察を申し込んできた団体を、
今把握できているところで結構ですので、教えてもらってよろしいでしょう
か。 
 
主だって始まっているのが今年度に入ってからです。それで、学び大学と

は定期的に打ち合わせの時間を作っているのですが、まず、４月の打ち合わ
せのときに月１回実績の報告をもらうという話をしております。ただ今年度
の７月の６日、７日で開催する東北六県教育委員会の申し込みもそちらのサ
イトを使ってできるようになっているので、そちらの方からもいくつか申し
込みが来ているというのは把握してるのですが、私のところではちょっと件
数まではまだ把握できていないところです。 
学校教育課の方に申し込みのフォームが行くのですが、その連合会のとき

の大館の授業見学等申し込みは教育総務課になっていくので、ちょっと私の
ところでは、そこの連合会会議の時の詳細の件数についてはまだ把握できて
いないところであります。申し訳ありません。 
 
後で結果だけでもいいのでそこを通して受け入れたところがどれくらいあ

って、それで今後の見通しまたどうなのかなというのがすごく気になるので、
教えていただければと思います。 
 
視察の申し込みが学び大学のツールの受付の他に、学校教育課に直接届い

たものについても、これまで通り受け入れをして把握していくという方向に
なっております。 
 
学校教育課の中の学び大学を通して申し込んできた連絡が最初に受けるの

がコーディネーターなので、コーディネーターのところでは全て把握してい
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教育長 
 
 
 
学校教育課長 
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ます。そこから私のところに連絡が来た時点で「学び大学のフォームを使っ
てきたものです」と一言があるものとないものがあるので、全体的に何件と
いう具体的な数字は今ここで申し上げることはできないのですが、私の記憶
の中では４件ほどフォームを使っていて、今日来たのもあるので、５、６件
になるのではないかと思います。その他に、フォームも全く使わずにまず電
話をいただいて、日程を確認して新しくフォームができたということを紹介
して、その後訪問いただくという流れもありますが、課題だなと思う部分も
ありまして、フォームを使うと全国津々浦々誰でも見ることができて、すぐ
申し込むことができるという利点はあります。実際に申し込みをしてきて、
私たちの手元に来たときに、もう２か月後だとか、あるいはもう差し迫って
いるっていう状況もあるのです。その中で状況を確認すると、全ての学校の
行事にぶつかっていて、いただいた方に希望を返さないといけないという事
態もいくつか起きていて、その中で日程の変更をさせていただいたのが１件。
それから、残念ながら今回は断念しますという案件が１件ありました。 
 
そういうことはもう致し方ないので、少しでもいい交流に繋がればなと感

じています。 
 
申し込みあれば、ほぼリアルタイムで教育監のところには情報は入るので

しょうか。 
 
入ります。 
 
 
それであれば大丈夫ですね。 
あと、先ほどの先生方が使うタブレットが不足だという、そして自分で買

っているというような話もあるということについて、お願いします。 
 
まず最初に、令和２年度にスクール構想によって導入したタブレットの台

数を申し上げますと、令和２年５月１日の児童生徒数で換算いたしまして４，
３５４台、その前に購入した数百台もありますが、実際に４，３５４台が１
人１台端末として導入されました。現在の状況が、５月１日現在の児童生徒
数は３，９０８人でこの差額の４４６台、１台も壊れてなくてなくなったこ
ともないので、現在４４９台使える状態になっています。 
その当時、令和２年１０月１日から５年間のリース契約で行っておりまし

て、その５年リースが終わる時期までに、どういった形になるのか、これは
全国的な問題でして国から今現在何の方向性も示されておりませんが、示さ
れたときに、どういった財源確保して先生方の分も一緒に導入できるのかと
いうのを今後まず検討して、積算やシュミレーション結果も考えています。 
 
今のお話ですと、４００何台余っているということで、それが教職員の先

生方に行き渡るはずだと理解してよろしいですか。 
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実際に予備というか、子どもたちが使っていて年に数十台壊れたりしてそ

のときに予備として学校に置いている部分もあるので、全部先生方が使って
しまうと、子どもたちが使えなくなってしまうので、そういったときにはそ
れぞれの学校間で融通し合ったりという部分も方策として考えられるのかな
と。まず壊れていなければ活用されているという状況だと思います。 
 
運用として始まったばかりなので難しい点はあって、僕が聞いたのは一部

の声なので、それが全部そうかというとそうではないと思うのですが、先生
方の負担になってしまうと大変なので、ぜひ何とか不便がないようにご配慮
いただければ大変ありがたいと思います。 
 
国の考え方の話ですが、システム設計に当たって、子どもたちに１台持た

せるのは望ましいことだしそうなっているのですが、指導する教員にあって
はそうさせていないというシステム自体、設計自体が私は間違っていると思
います。 
実際、国の姿勢がそうであったら、やはりそこは担当の市町村の方で何と

かしてあげなければならないことだなと私は考えております。もちろん財政
的な問題もありますが、そうでないと、せっかくそのように投資して中途半
端な結果しか生まれないということもあると思いますので。 
各教員への充当状況につきましては、次の教育委員会です報告いたします。 
他にございませんか。 
 
ちょっと議論になってしまうと思うのですが、今までのお金の使い方を見

ると、この次、例えば子ども用タブレットパソコンの更新の時期に来たとし
て、予算措置してもらわないと困るのですが、そうなったときに国・県が考
えるのは、自分のデバイスを持ってきて、学校で繋いで、ということを考え
てしまうのかもしれないという声も聞こえてきました。これについても、非
常に怖いことですが、一方で、不利益を被るのは子どもたちなので、そうい
ったところを僕も考えていきますし、例えば予算の予算とかお金の作り方も
議論していかないといけないなと思いました。 
 
例えば５年リースでしたら、それはリース期間が終わると、受け取れると

いうか、向こうの会社の方でそれは廃棄にするというのも、またそのまま使
えるけれどもそれも古くなっていると。 
 
リース契約が終了すると、無償譲渡という形で市の財産になります。ただ

それがそのまま使えるかどうかとなると中身的な問題やＯＳの部分もありま
すので、それはそのときに考えます。 
 
この問題については、大館市だけではなく全国的な問題ですので、それに

ついてはまた別の機会に報告させていただきます。 
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他にございませんか。なければ、次の議事に入ります。 
 
（「協議第 10 号令和５年度６月補正歳出予算（第３号）案」を資料により

説明） 
 
ご意見、ご質問はございませんか。 

 
感謝です。この大館に居てクラシックのコンサートからジャズ、ポップス

のコンサートまで聴けるというのは、本当にありがたいことだと思っていま
す。本当に文化の薫りがまだ残っていると思っていますので、今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。 
 
先ほどのメディアの話と関連するかもしれませんが、先ほどそれに代わる

体験という話がありましたよね、自然体験。本当に読書もその一つではない
かなと思っていて、ぜひ子どもたちがもっともっと本を読めるような工夫・
改善をしていただければなと思います。図書館事業に期待します。 
 
他にございませんか。では、承認とさせていただきます。 
では、６のその他に入ります。 

 
（「一般財団法人大館市文教振興事業団 指定管理施設令和４年度事業報告」 
「ホームページの更新件数」を資料により報告） 
 
ご質問等ございませんか。よろしいでしょうか。 
 
（「来月の開催日程」について） 
 
 
委員の皆さまからご発言ございませんか。 
 
一つだけ感謝を申し上げます。実は、先週から私の二女が通う中学校で職

場体験がありまして、うちの二女が歴史オタクなので、郷土博物館にお伺い
いたしました。一日目は大館城の発掘、二日目は展示のお手伝いをさせてい
ただいて、自称大館の歴史オタクと言っている娘が帰ってくると新しく知っ
たことのマシンガントークで、一日目、二日目とも博物館の皆様それから学
芸員の皆様に本当によくしていただいて、ありがとうございます。地元大館
の歴史に直に触れるのは本当に大事なことなのだなと僕も一部見させてもら
ったのですが、その３０分４０分だけでもすごく勉強させてもらいました。
感謝申し上げます。ありがとうございます。 
 
私も行ったときに、解説付きで佐竹さんのめくってもらって本当に面白か

ったですね。本当に小中学生がそうやって触れる機会をどんどん増やしたい
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なと思いますね。ありがとうございます。 
ほかにご発言ございませんか。 
それでは、以上を持ちまして、教育委員会会議を終了いたします。 

 

 会議終了時刻  午後５時１５分 
           


